
   

 

第１部 調査の概要 

１ 調査の目的・対象・方法等 

 

(１) 調査の背景 

厚生労働省によれば、2012年の子どもの貧困率は 16.3%、2015年には 13.9%と若干の改善は見られ

たものの、今なお、１７歳以下の子どもの約７人に１人が経済的に困難な状況にある。こうした状況

下、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が平成２５年６月１９日に成立し、併せて提示された

国の大綱には、「教育の支援」「生活の支援」「保護者に対する就労の支援」「経済的支援」を４つ

の柱に、教育・福祉・保健・医療・雇用等を中心とした様々な施策が示され、都道府県に対しては、

子どもの貧困対策についての計画を定める努力義務が課せられた。 

この間、埼玉県においても、埼玉県子育て応援行動計画を策定し、教育・保育及び地域子ども・子

育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円

滑な実施を確保するための基本的な指針に基づき、「教育・生活・就労・経済」に関わる様々な支援

を今日まで進めてきている。しかし、今日に至っても「子どもの貧困率」は高止まりの状況にあり、

とりわけ、ひとり親世帯（子どもがいる現役世代のうちの大人がひとりの世帯）の貧困率は 50.8%

（2015年）と、今なお、２世帯に１世帯は貧困な状態にあり、改善に向けての更なる支援の強化が

求められている状況にある。 

 

(２) 本調査の目的 

そこで、本調査研究は、「子どもたちの健やかな成育環境の確保」と「教育の機会の確保」を目指

すための対策として立案された「埼玉県子育て応援行動計画」を、来年度より実効性の高い計画へと

改訂するための基礎資料(データ)を提示することを目的に実施する。 

健やかな子どもの成育環境の確保と教育の機会均等を図るための貧困対策を政策として立案する

ためには、貧困に関わる経済(所得)状況のデータ集積のみならず、教育や成育環境など子どもたちを

とりまく諸状況を広く把握すること、さらには集積されたデータを使って貧困の連鎖の要因を解消し

ていくための検討が必要となる。 

そのため、本調査研究では、子どもの貧困に関する指標の領域をＯＥＣＤ「子供の福祉を改善する

報告書 2009」、イギリス「子供の貧困戦略 2014-2017」に提起された「所得」「住宅や生活物質等」

「教育」「非認知能力」「健康・生活習慣」「家庭・社会との関係」「親の就労」に設定し、子ども

の生活状況を把握することとした。 
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(３) 調査対象 

子供の年齢 調査対象 

中学２年生 調査実施市町の公立中学校に通う生徒と保護者 

小学２年生・５年生 調査実施市町の公立小学校に通う児童と保護者 

５歳児 調査実施市町の幼稚園・保育所※に通う年長児の子どもがいる家庭 

０歳児 調査実施市町の０歳児の子どもがいる家庭 

  ※ 幼稚園・保育所については調査に協力いただいた 6市町計 133か所で実施 

 

子どもの貧困をめぐっては、乳幼児期から学齢期に至るまでと、小学校から中学校に至るまでの発

達段階で性質の異なる生活課題が生じていると推察される。そこで本調査では、子どもの貧困に関す

る課題等を発達段階に応じて適切に把握するために、調査区分を小学校２年生、５年生、中学校２年

生での３区分をひとつのブロックとして整理し、加えて、従来、あまり対象区分として取り上げられ

ていなかった未就学児の０歳、５歳の２区分をひとつのブロックとして整理した。また、調査対象者

は、小２、小５、中２では児童と保護者を、０歳児、５歳児については保護者のみを対象とした。 

調査結果は、このブロックごとにとりまとめることとし、世代ごとに分けることに意味があるもの

については、それぞれの発達段階での所得の格差をめぐっての生活課題とは何かを検証することとし

た。 

 
 

(４) 抽出方法と配布・回収方法 

子どもの年齢 調査期間 調査方法 

小学２年生・５年生 

中学２年生 
平成 30年 7 月 5日～15日 

小学校、中学校を通じて児童・生徒に配布－

回収 

５歳 

保育所 

平成 30年 8 月１日～17日 

幼稚園・認定こども園 

平成 30年 9 月１日～14日 

保育所・幼稚園を通じて保護者に配布－回収 

０歳 
平成 30年 8 月１日～ 

10月 15日 

検診時で直接配布、各家庭への郵送等により

配布し、郵送で回収 

 

小２、小５、中２については、対象自治体のすべての公立小学校、公立中学校に在籍する者、５歳

児については、対象自治体の幼稚園、保育所、認定こども園合計 133か所に通う児童を対象に、また、

０歳児については、保健センターに来所した保護者等を対象に実施した。 

配布方法は、小２、小５、中２については、学校を通じて児童、生徒に対して、５歳児については、

幼稚園、保育所、認定こども園を通じて保護者への配布・回収をお願いした。また、０歳児について

は、保健センターでの配布、０歳児のいる世帯への郵送等により調査票を配布し、回収は郵送により

実施した。  
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(５) 調査方法  

本調査の目的を達成するために以下の手順に従って行った。 

 

①  生活困難層の世帯やそこに所属する子どもが、食や栄養、通常手に入れることのできる生活必需

品や最低生活を維持するために必要となる住宅・居住設備、ライフラインの確保に必要な公共料金

の支払い、子どもの学習や遊びに必要な物品などが標準と比べてどの程度事欠いているかを分析す

る。 

②  次いで、子どもが一般的に経験している教育、レクリエーション、家族での活動、社会活動等に

「参加できない」「アクセスできない」状況が、生活困難層にどの程度発生しているかを明らかに

する。 

③  最近の貧困をめぐっての調査研究では、非認知能力としての「意欲・自制心・やり抜く力・社会

性」は、子どもの「学力」や「生きる力、自立する力」などと深く関わりがあることが明らかにさ

れつつある。その中には生活困難世帯に所属する子どもたちは、非認知能力が低い状況にあるので

はないかとの研究結果が示されているものもある。そこで、小学２年生の調査票を中心に所得の格

差と非認知能力との相関を分析するための質問を設定し、生活困難層に所属する子どもたちへの

「学力や生きる力向上」に向けた支援策の構築に必要となるデータの抽出を試みた。 

 

現在、問題となっている子どもの貧困は、衣食住が欠けるなど必要最低限の生活を営むことができ

ないほどの厳しい所得の状況に加えて、社会生活を営むにあたっての諸条件が奪われている状態、い

わゆる「相対的貧困」の問題が中心となりつつある。このような相対的貧困に陥る要因としては、保

護者の不安定な就労状況、失業や離婚、疾病、障害等があるが、これらによる厳しい生活状況のなか

で、子どもの養育が不十分になり、基本的な生活習慣が身に付けられなかったり、社会参加や社会活

動、健康等に課題が生じることも推察される。そこで、本調査においては、まずは、子どもの絶対的

貧困と相対的貧困の実態を所得階層別に分析する一次分析を実施し、その結果から、いかなる社会背

景や環境要因が現実の子どもの貧困を引き起こし、そのことが子どもの成長、発達にどのような影響

を与えているかを考察することとした。 

 

* 分析に使用したデータについて 

    第一次分析については、平成３１年１月末までに回収されたデータに基づき分析を行っているが、 
 詳細分析についてはある程度の期間が必要なため、平成３０年１０月までに回収されたデータを使っ 
 て分析を実施している。(詳しくは以下「２ 回収結果」を参照)) 
 

* 調査結果の表示方法  

 ・ 回答は各質問の回答者数（ｎ）を基数とした百分率（％）で示している。また、小数点以下第２ 
  位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合がある。 
 ・ 複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択肢ごとの

有効回答数に対して、それぞれの割合を示している。このため、合計が 100.0%を超える場合がある。 
 ・ クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純集計（全

体）の有効回答数が合致しないことがある。 
 なお、クロス集計とは、複数項目の組合せで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して
並べ、表やグラフを作成することにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法である。 
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２ 回収結果 

(１) 有効回答率 

    図表２-１-１ 自治体別 

自治体名 発送数 有効回収数 有効回収率 

熊谷市 6,532件 5,534件 84.7% 

本庄市 3,010件 2,359件 78.4% 

狭山市 4,839件 3,682件 76.1% 

新座市 4,765件 3,481件 73.1% 

宮代町 1,062件 856件 80.6% 

杉戸町 1,465件 1,217件 83.1% 

合  計 21,673件 17,129件 79.0% 

 

       図表２-１-２ 子どもの年齢別 

子どもの年齢 発送数 有効回収数 有効回収率 

０歳児 1,588件 538件 33.9% 

５歳児 3,889件 3,077件 79.1% 

小学２年生 5,444件 4,806件 88.3% 

小学５年生 5,508件 4,627件 84.0% 

中学２年生 5,244件 4,081件 77.8% 

合    計 21,673件 17,129件 79.0% 

 

追加集計について 

対象市町以外の自治体にもアンケート回答をお願いした結果、調査票をお送りいただいた以下の 

４市の結果を集計結果に追加した。 

    図表２-１-３ 追加集計件数 

子どもの年齢 自治体合計 川口市 秩父市 戸田市 入間市 

０歳 982件 - 165件 817件 - 

小学５年生 3,812件 1,579件 - 1,213件 1,020件 

中学２年生 2,348件 800件 - 589件 959件 

合   計 7,142件 2,379件 165件 2,619件 1,979件 
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(２) 回答者の属性 

    図表２-２-１子どもの性別                         （単位 上段：件数、下段：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
調査数 男の子 女の子 

無回答・ 

設問なし 

子
ど
も
の
年
齢
別 

全 体 
24,271 8,749 9,092 6,430 
100.0 36.0 37.5 26.5 

０歳児 
1,520 - - 1,520 
100.0 - - 100.0 

５歳児 
3,077 - - 3,077 
100.0 - - 100.0 

小学２年生 
4,806 2,401 2,360 45 
100.0 50.0 49.1 0.9 

小学５年生 
8,439 3,687 3,867 885 
100.0 43.7 45.8 10.5 

中学２年生 
6,429 2,661 2,865 903 
100.0 41.4 44.6 14.0 

 

【集計表の見方】（以下同様） 

  上段が回答数、下段が構成比（％）。各設問で回答のない方は“無回答”として集計。 

  構成比は小数点２桁目を四捨五入して表示。このため、構成比の合計が 100%にならない場合もある。 

 
  

 
調査数 男の子 女の子 

無回答・ 

設問なし 

自 

治 

体 

別 

全 体 
24,271 8,749 9,092 6,430 
100.0 36.0 37.5 26.5 

熊谷市 
5,534 1,933 1,965 1,636 
100.0 34.9 35.5 29.6 

本庄市 
2,359 685 724 950 
100.0 29.0 30.7 40.3 

狭山市 
3,682 1,287 1,261 1,134 
100.0 35.0 34.2 30.8 

新座市 
3,481 1,459 1,607 415 
100.0 41.9 46.2 11.9 

宮代町 
856 281 313 262 

100.0 32.8 36.6 30.6 

杉戸町 
1,217 471 413 333 
100.0 38.7 33.9 27.4 

川口市 
2,379 1,025 1,062 292 
100.0 43.1 44.6 12.3 

秩父市 
165 - - 165 

100.0 - - 100.0 

戸田市 
2,619 774 866 979 
100.0 29.6 33.1 37.4 

入間市 
1,979 834 881 264 
100.0 42.1 44.5 13.3 
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図表２-２-２ 回答者の子どもとの関係  

                              （単位 上段：件数、下段：％) 

 
調査数 母親 父親 祖父 祖母 兄 姉 

その他 

親せき 
その他 無回答 

全 体 
24,271 22,502 1,368 6 64 5 17 7 55 247 
100.0 92.7 5.6 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 1.0 

自
治
体
別 

熊谷市 
5,534 5,157 280 1 16 - 2 1 33 44 
100.0 93.2 5.1 0.0 0.3 - 0.0 0.0 0.6 0.8 

本庄市 
2,359 2,175 136 - 9 - 2 - 10 27 
100.0 92.2 5.8 - 0.4 - 0.1 - 0.4 1.1 

狭山市 
3,682 3,448 192 1 7 - 4 1 2 27 
100.0 93.6 5.2 0.0 0.2 - 0.1 0.0 0.1 0.7 

新座市 
3,481 3,267 156 1 7 2 3 1 1 43 
100.0 93.9 4.5 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 1.2 

宮代町 
856 795 48 - 3 - - - 1 9 

100.0 92.9 5.6 - 0.4 - - - 0.1 1.1 

杉戸町 
1,217 1,135 56 - 2 1 1 2 - 20 
100.0 93.3 4.6 - 0.2 0.1 0.1 0.2 - 1.6 

川口市 
2,379 2,185 156 1 8 - 3 - 4 22 
100.0 91.8 6.6 0.0 0.3 - 0.1 - 0.2 0,9 

秩父市 
165 154 11 - - - - - - - 

100.0 93.3 6.7 - - - - - - - 

戸田市 
2,619 2,372 219 - 5 2 1 - 1 19 
100.0 90.6 8.4 - 0.2 0.1 0.0 - 0.0 0.7 

入間市 
1,979 1,814 114 2 7 - 1 2 3 36 
100.0 91.7 5.8 0.1 0.4 - 0.1 0.1 0.2 1.8 

 

                               （単位 上段：件数、下段：％) 

 
調査数 母親 父親 祖父 祖母 兄 姉 

その他 

親せき 
その他 無回答 

全 体 
24,271 22,502 1,368 6 64 5 17 7 55 247 
100.0 92.7 5.6 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 1.0 

子
ど
も
の
年
齢
別 

０歳児 
1,520 1,356 157 - - 1 - - - 6 
100.0 89.2 10.3 - - 0.1 - - - 0.4 

５歳児 
3,077 2,910 115 - 7 - - 1 12 32 
100.0 94.6 3.7 - 0.2 - - 0.0 0.4 1.0 

小学２年生 
4,806 4,510 219 1 13 1 5 1 7 49 
100.0 93.8 4.6 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 1.0 

小学５年生 
8,439 7,795 509 3 20 3 7 2 17 83 
100.0 92.4 6.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 1.0 

中学２年生 
6,429 5,931 368 2 24 - 5 3 19 77 
100.0 92.3 5.7 0.0 0.4 - 0.1 0.0 0.3 1.2 
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３ 分析軸の設定 

(１) 生活困難層を軸とした分析 

本調査では、生活困難度を以下の２つの要素を使って、生活困難層Ⅰ、生活困難層Ⅱ、生活困難層

Ⅲの３つの程度に分類し、「衣・食・住」という基本的な生活の場面での課題の発生度や子どもに関

する消費や外出・体験、教育の機会、健康のうち生活困難に比例して剥奪度が高くなるものは何かに

ついて考察することとした。 

ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の作成基準に基づき作成された貧困線以下の可処分所得であるもの、

それに加えて、「衣・食・住」という基本的な生活の場面で課題が生じている家庭や、経済的な理由

でライフラインに関わる支払いが滞っている家庭においては、生活困難の度合いがより高いのではな

いかという仮説のもとで、以下の２つの要素を基に生活困難の定義を行った。 

 

【要素１】 生活困難層の判定方法 

 
 
 

【要素２】過去１年間に買えなかった経験、支払えなかった経験、以下の７項目のうち２項目以上該当 

 ① 食料    ② 衣類   ③ 電話料金   ④ 電気料金   ⑤ ガス料金 

⑥ 水道料金  ⑦ 家賃 

※ ① 食料 ② 衣類は 「よくあった」 「ときどきあった」 のいずれかの場合 

 

 

比較検討は 全体、生活困難層、中間層、非該当層別に行う。 

☛ 可処分所得が分類Ⅰの世帯 → 生活困難層Ⅰ【生活困難層】 

☛ 可処分所得が分類Ⅱの世帯 → 生活困難層Ⅱ【生活困難層】 

☛ 可処分所得が分類Ⅲ＋要素２の項目が２つ以上ある世帯 → 生活困難層Ⅲ【生活困難層】 

☛ 可処分所得が分類Ⅲ＋要素２の項目が 1つある世帯→ 生活困難層Ⅳ【中間層】 

☛ 可処分所得が分類Ⅳの世帯 →生活困難層Ⅴ【中間層】 

☛ 上記に該当しない世帯 → 非生活困難層【非該当層】 

  

世帯員 

 
分類Ⅰ 

 
 
 
 
 
 
 

生活困難層Ⅰ 

 
分類Ⅱ 

 
 
 
 
 
 
 

生活困難層Ⅱ 

 
分類Ⅲ 

 
＋要素２が 
２つ以上 

生活困難層Ⅲ 
／ 

＋要素２が 
１つ以下 

生活困難層Ⅳ 

 
分類Ⅳ 

 
 
 
 
 
 
 

生活困難層Ⅴ 

 
分類Ⅴ 

 
 
 
 
 
 
 

非生活困難層 

 
分類Ⅵ 

 
 
 
 
 
 
 

非生活困難層 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考国基準 

１人 60万円未満 120万円未満 180万円未満 240万円未満 300万円未満 300万円以上 122万円 

２人 85万円未満 175万円未満 260万円未満 345万円未満 430万円未満 430万円以上 173万円 

３人 105万円未満 210万円未満 315万円未満 420万円未満 525万円未満 525万円以上 211万円 

４人 120万円未満 245万円未満 365万円未満 485万円未満 605万円未満 605万円以上 244万円 

５人 135万円未満 275万円未満 410万円未満 545万円未満 680万円未満 680万円以上 273万円 

６人 150万円未満 300万円未満 450万円未満 600万円未満 750万円未満 750万円以上 299万円 

７人 160万円未満 325万円未満 485万円未満 645万円未満 805万円未満 805万円以上 323万円 

８人 175万円未満 345万円未満 520万円未満 695万円未満 870万円未満 870万円以上 345万円 

９人 185万円未満 365万円未満 550万円未満 735万円未満 920万円未満 920万円以上 366万円 
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図表３-１ 生活困難層 

要素１ 

世帯員と可処分所得 

 保護者調査の設問 

● あなたとお子さんを含

めた、家族全員の人数 

 

１ ２人 ２ ３人  

３ ４人 ４ ５人  

５ ６人 ６ ７人  

７ ８人 ８ ９人  

９ 10人以上 

 保護者調査の設問 

● 昨年１年間のご家族の手取り収入（税金や保険料を差し

引いた、実際に手もとに入ってくるお金）の額 

１     収入はない（０円） 

３    50～ 100万円未満 

５   175～ 210万円未満 

７   245～ 275万円未満 

９   300～ 350万円未満 

11   400～ 500万円未満 

13   600～ 700万円未満 

15   800～ 900万円未満 

17  1000～1500万円未満 

２     1～ 50万円未満 

４   100～175万円未満 

６   210～245万円未満 

８   275～300万円未満 

10   350～400万円未満 

12   500～600万円未満 

14   700～800万円未満 

16   900～1000万円未満 

18  1500万円以上   

OECD定義
による ↓該当する選択肢 

OECD定義 

による 
↓該当する選択肢 

生活困難層Ⅰ（要素１世帯員と可処分所得が該当） 

２人 １ 85万円未満 １～３ 

３人 ２ 105万円未満 １～３ 

４人 ３ 120万円未満 １～４ 

５人 ４ 135万円未満 １～４ 

６人 ５ 150万円未満 １～４ 

７人 ６ 160万円未満 １～４ 

８人 ７ 175万円未満 １～４ 

９人 ８、９ 185万円未満 １～５ 

生活困難層Ⅱ（要素１世帯員と可処分所得が該当）（生活困難層Ⅰを含む） 

２人 １ 175万円未満 １～４ 

３人 ２ 210万円未満 １～５ 

４人 ３ 245万円未満 １～６ 

５人 ４ 275万円未満 １～７ 

６人 ５ 300万円未満 １～８ 

７人 ６ 325万円未満 １～９ 

８人 ７ 345万円未満 １～９ 

９人 ８、９ 365万円未満 １～10 
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要素１ 

世帯員と可処分所得 

要素２ 

過去１年間に買えなかった経験、支払えなかった経験 

生活困難層Ⅰ・Ⅱに準ずる 

 

＜全７項目＞ 

①食料 

②衣類 

③電話料金 

④電気料金 

⑤ガス料金 

⑥水道料金 

⑦家賃 

 

※設問① 

「１ よくあった」は２

項目相当、 

「２ ときどきあった」

は１項目として計算す

る 

保護者調査の設問① 

● 過去１年間の間

にお金が足りなく

て、家族が必要と

する食料または衣

類が買えないこと

があったか 

 

１ よくあった 

２ ときどきあった 

３ なかった 

保護者調査の設問② 

● 過去１年間に経

済的な理由のため

に費用を払えない

ことがあったか 

 

 

A 電話料金 

B 電気料金 

C ガス料金 

D 水道料金 

E 家賃 

 

１ あった 

２ なかった 

３ 払う必要がない 

OECD定義 

による 

↓該当する

選択肢 

OECD定義 

による 

↓該当する

選択肢 
 

↓該当する 

選択肢 

↓該当する 

選択肢 

生活困難層Ⅲ（要素１が該当、かつ、要素２が２項目以上該当） 

２人 １ 260万円未満 ５～６  １・２ １ 

３人 ２ 315万円未満 ６～８  １・２ １ 

４人 ３ 365万円未満 ７～９  １・２ １ 

５人 ４ 410万円未満 ８～10  １・２ １ 

６人 ５ 450万円未満 ９～10  １・２ １ 

７人 ６ 485万円未満 10  １・２ １ 

８人 ７ 520万円未満 10～11  １・２ １ 

９人 ８、９ 550万円未満 11  １・２ １ 
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図表３-２ 中間層 

要素１ 

世帯員と可処分所得 

要素２ 

過去１年間に買えなかった経験、支払えなかった経験 

中間層と位置付ける 

 

＜全７項目＞ 

①食料 

②衣類 

③電話料金 

④電気料金 

⑤ガス料金 

⑥水道料金 

⑦家賃 

※設問① 

「１ よくあった」は２

項目相当、 

「２ ときどきあった」

は１項目として計算す

る 

保護者調査の設問① 

● 過去１年間の間

にお金が足りなく

て、家族が必要と

する食料または衣

類が買えないこと

があったか 

 

１ よくあった 

２ ときどきあった 

３ なかった 

保護者調査の設問② 

● 過去１年間に経

済的な理由のため

に費用を払えない

ことがあったか 

 

 

A 電話料金 

B 電気料金 

C ガス料金 

D 水道料金 

E 家賃 

 

１ あった 

２ なかった 

３ 払う必要がない 

OECD定義 

による 

↓該当する 

選択肢 

OECD 

定義による 

↓該当する 

選択肢 
 

↓該当する 

選択肢 

↓該当する 

選択肢 

生活困難層Ⅳ（要素１世帯員と可処分所得が該当かつ要素２該当が１項目以下） 

２人 １ 260万円未満 ５～６  １・２ １ 

３人 ２ 315万円未満 ６～８  １・２ １ 

４人 ３ 365万円未満 ７～９  １・２ １ 

５人 ４ 410万円未満 ８～10  １・２ １ 

６人 ５ 450万円未満 ９～10  １・２ １ 

７人 ６ 485万円未満 10  １・２ １ 

８人 ７ 520万円未満 10～11  １・２ １ 

９人 ８、９ 550万円未満 11  １・２ １ 

生活困難層Ⅴ（要素１世帯員と可処分所得が該当） 

２人 １ 345万円未満 ７～９    

３人 ２ 420万円未満 ９～10    

４人 ３ 485万円未満 10    

５人 ４ 545万円未満 11    

６人 ５ 600万円未満 11～12    

７人 ６ 645万円未満 11～12    

８人 ７ 695万円未満 12～13    

９人 ８、９ 735万円未満 12～13    

 

図表３－３ 生活困難層判定（３区分）    

生活困難層 
生活困難層Ⅰ（要素１）＋生活困難層Ⅱ（要素１） 
＋生活困難層Ⅲ（要素１＋要素２）の世帯 

中間層 生活困難層Ⅲ（要素１)＋生活困難層Ⅳ（要素１）の世帯 

非該当層 「生活困難層」「中間層」以外の世帯 

 

※ 図表の「生活困難層別」とは、生活困難度判定に基づいて上の３つの層に分類し、集計したものである。 

※ 図表及び考察における「非生活困難層」とは、中間層と非該当層を合算したものである。  
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 ０歳児保護者調査   （上段：件数、下段：％）  ５歳児保護者調査   （上段：件数、下段：％） 

調査数 生 活 困 難 層 中間層 非該当層  調査数 生 活 困 難 層 中間層 非該当層 

1,520 115 439 966  3,077 272 837 1,968 
100.0 7.6 28.9 63.6  100.0 8.8 27.2 64.0 

 
 小学２年生調査                小学５年生調査 

調査数 生 活 困 難 層 中間層 非該当層  調査数 生 活 困 難 層 中間層 非該当層 

4,806 429 1,228 3,149  8,439 797 2,045 5,597 
100.0 8.9 25.6 65.5  100.0 9.4 24.2 66.3 

 
 中学２年生調査                全体 

調査数 生 活 困 難 層 中間層 非該当層  調査数 生 活 困 難 層 中間層 非該当層 

6,429 642 1,457 4,330  24,271 2,255 6,006 16,010 
100.0 10.0 22.7 67.4  100.0 9.3 24.7 66.0 

 

 生活困難層の割合は、全体では困難層9.3%、中間層24.7%となっている。年齢別にみると、０歳児は 

困難層7.6%・中間層28.9%であり、５歳児は困難層8.8%・中間層27.2%、小２は困難層8.9%・中間層25.6%、  

小５は困難層9.4%・中間層24.2%、中２は困難層10.0%・中間層22.7%となる。年齢が上がるごとに生活 

困難層の割合は微増している。 

 

(２) 世帯構成を軸とした分析 

厚生労働省の国民生活基礎調査において、子どもがいる現役世帯のうち大人が１人(母親のみ)の世

帯について相対的貧困率が高いことを踏まえ、ひとり親(母子)家庭の子どもの状況をより詳細に把握

するために以下の世帯構成別に実施した。 

 

ひとり親(母親のみ)世帯の生活

困難層 

母親と父親のうち、母親のみが対象の子どもと同居しており、かつ生活困難

層に分類される世帯 

ひとり親(母親のみ)世帯の非生 

活困難層 

母親と父親のうち、母親のみが対象の子どもと同居しており、かつ生活困難

層に分類されない世帯 

両親同居（父親のみ世帯含む）の

生活困難層 

母親と父親のうち、両親、または父親のみが対象の子どもと同居しており、

かつ生活困難層に分類される世帯 

両親同居（父親のみ世帯含む）の

非生活困難層 

母親と父親のうち、両親、または父親のみが対象の子どもと同居しており、

かつ生活困難層に分類されない世帯 

その他の世帯 上記４項目以外の世帯 

     

 ※ 図表 4-1以降の世帯類型別集計のうち「ひとり親（母親のみ）世帯の生活困難層」「ひとり親（母親のみ）世帯の 

  非生活困難層」「その他の世帯」に分類したものにおける「その他の世帯」は、両親同居（父のみ世帯含む）の生活 

  困難層、両親同居（父のみ世帯含む）の非生活困難層、その他の世帯の合算とする。 
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図表３-４ 世帯類型別区分 
                 （単位 上段：件数、下段：％） 

調査数 

ひとり親 

(母親のみ)世帯の 

生活困難層 

ひとり親 

(母親のみ)世帯の 

非生活困難層 

両親同居（父親のみ

世帯含む）の 

生活困難層 

両親同居（父親のみ

世帯含む）の 

非生活困難層 
その他世帯 無回答 

24,271 846 1,325 1,251 20,096 753 - 
100.0 3.5 5.5 5.2 82.8 3.1 - 

 
 

 

世帯類型別の生活困難層の割合 

（１）母子世帯                                  （２）母子世帯以外 

調査数 
母親のみ同居の 

生活困難層 

母親のみ同居の 

非生活困難層 

 

調査数 
両親同居(父のみ同居

含む)の生活困難層 

両親同居(父のみ同居

含む)の非生活困難層 

2,171 846 1,325  21,347 1,251 20,096 
100.0 39.0 61.0  100.0 5.9 94.1 

 

 母子世帯の方が両親同居（父のみ同居を含む）世帯に比べて顕著に生活困難度が高いという傾向が見

られる。 

 一方で、生活困難層の子どもの約6割は、両親同居（父のみ同居を含む）世帯に属することにも注意が

必要である。 

 

 

(３) 報告書の構成 

 調査対象 調査項目 

第１部 全て 収入や家計の状況、世帯の就労状況、保護者の経験 

第２部 小２・小５・中２ 
子どもの生活環境・家庭環境、子どもの生活習慣と健康 
子どもの社会関係・社会参加、子どもの人間関係 
子どもの学習・教育環境、困ったときの相談先 
制度サービスの利用状況 第３部 ０歳児・５歳児 
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４ 収入や家計の状況 

 

 厚生労働省の国民生活基礎調査では、「生活が苦しい」と考える世帯が56.5%、母子世帯に限ると、82.7%

が「大変苦しい」「やや苦しい」と回答しており、貧困率も50.8%と高い。こうした苦しい経済状態のな

かで、食べる物がない、着るものがない、電気・ガス・水道などライフラインが失われている、さらに

は夜寝る場所がないという状況は、生命にかかわる深刻な問題であり、子どもの成長、発達に大きな影

響を与えることが指摘されている。 

 本調査においても、衣食住の確保や将来教育を受けるための資金の確保ができない、厳しい経済的状

況に置かれている子どもたちが多く存在することが明らかとなった。 

 食に関するもの、衣服などに関するもの、住宅に関するものなど、子どもたちの生命をつなぐための

支援策を講じることが急務となっている。 

 

 

 

 

あなたとお子さんを含めた、家族全員の人数は何人ですか。（単身赴任やひとり暮らしのお子さんな
ど、別居していても生計を一緒にする方はすべて含みます。） 

（小学２年生 小学５年生 中学２年生 ０歳児保護者 ５歳児保護者 小学２年生保護者 小学５年生保護者 中学２年生保護者） 

図表４-１ 同一生計にある世帯の人員 

 単位 上段：世帯 

 下段：％ 
調査数 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人 ８人 ９人 

10人 
以上 

無回答 

全 体 
24,271 440 3,718 11,349 5,971 1,724 580 133 27 42 287 

100.0 1.8 15.3 46.8 24.6 7.1 2.4 0.5 0.1 0.2 1.2 

子
ど
も
の
年
齢 

０歳児 
1,520 9 696 551 184 46 20 4 2 - 8 

100.0 0.6 45.8 36.3 12.1 3.0 1.3 0.3 0.1 - 0.5 

５歳児 
3,077 63 416 1,528 750 195 65 10 2 9 39 

100.0 2.0 13.5 49.7 24.4 6.3 2.1 0.3 0.1 0.3 1.3 

小学２年生 
4,806 77 627 2,299 1,195 377 129 25 8 8 61 

100.0 1.6 13.0 47.8 24.9 7.8 2.7 0.5 0.2 0.2 1.3 

小学５年生 
8,439 146 1,132 3,974 2,166 645 213 49 12 15 87 

100.0 1.7 13.4 47.1 25.7 7.6 2.5 0.6 0.1 0.2 1.0 

中学２年生 
6,429 145 847 2,997 1,676 461 153 45 3 10 92 

100.0 2.3 13.2 46.6 26.1 7.2 2.4 0.7 0.0 0.2 1.4 

生
活
困
難
層
別 

生活困難層 
2,255 167 450 651 496 275 139 47 11 19 - 

100.0 7.4 20.0 28.9 22.0 12.2 6.2 2.1 0.5 0.8 - 

中間層 
6,006 164 937 1,895 1,971 771 210 48 6 4 - 

100.0 2.7 15.6 31.6 32.8 12.8 3.5 0.8 0.1 0.1 - 

非該当層 
16,010 109 2,331 8,803 3,504 678 231 38 10 19 287 

100.0 0.7 14.6 55.0 21.9 4.2 1.4 0.2 0.1 0.1 1.8 

世
帯
累
計
別 

ひとり親(母親のみ)

世帯の生活困難層 

846 148 262 233 103 66 26 4 2 2 - 

100.0 17.5 31.0 27.5 12.2 7.8 3.1 0.5 0.2 0.2 - 

ひとり親(母親のみ)

世帯の非生活困難層 

1,325 217 392 464 171 48 19 5 2 1 6 

100.0 16.4 29.6 35.0 12.9 3.6 1.4 0.4 0.2 0.1 0.5 

その他の世帯 
22,100 75 3,064 10,652 5,697 1,610 535 124 23 39 281 

100.0 0.3 13.9 48.2 25.8 7.3 2.4 0.6 0.1 0.2 1.3 

 

 同一生計にある世帯の人員については、全体では「４人世帯」が46.8%と最も多く、次いで「５人世帯」 

24.6%、「３人世帯」15.3%となっている。同様に、生活困難層でも「４人世帯」が28.9%と最も多く、次 

いで「５人世帯」が22.0%、「３人世帯」が20.0%となっている。(図表4-1) 
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同一生計にある世帯のお子さんの数 

（小学２年生 小学５年生 中学２年生 ０歳児保護者 ５歳児保護者 小学２年生保護者 小学５年生保護者 中学２年生保護者） 

図表４-２ お子さんの数 

単位 上段：世帯 

下段：％ 
調査数 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 無回答 

全 体 
24,271 6,866 10,392 4,998 1,513 502 - 
100.0 28.3 42.8 20.6 6.2 2.1 - 

子
ど
も
の
年
齢 

０歳児 
1,520 770 508 184 49 9 - 
100.0 50.7 33.4 12.1 3.2 0.6 - 

５歳児 
3,077 619 1,477 713 211 57 - 
100.0 20.1 48.0 23.2 6.9 1.9 - 

小学２年生 
4,806 910 2,288 1,118 362 128 - 
100.0 18.9 47.6 23.3 7.5 2.7 - 

小学５年生 
8,439 2,796 3,308 1,656 504 175 - 
100.0 33.1 39.2 19.6 6.0 2.1 - 

中学２年生 
6,429 1,771 2,811 1,327 387 133 - 
100.0 27.5 43.7 20.6 6.0 2.1 - 

生
活
困
難
層
別 

生活困難層 
2,255 774 685 471 218 107 - 
100.0 34.3 30.4 20.9 9.7 4.7 - 

中間層 
6,006 1,626 2,080 1,553 530 217 - 
100.0 27.1 34.6 25.9 8.8 3.6 - 

非該当層 
16,010 4,466 7,627 2,974 765 178 - 
100.0 27.9 47.6 18.6 4.8 1.1 - 

世
帯
累
計
別 

ひとり親(母親のみ) 
世帯の生活困難層 

846 364 256 142 53 31 - 
100.0 43.0 30.3 16.8 6.3 3.7 - 

ひとり親(母親のみ) 
世帯の非生活困難層 

1,325 586 497 181 52 9 - 
100.0 44.2 37.5 13.7 3.9 0.7 - 

その他の世帯 
22,100 5,916 9,639 4,675 1,408 462 - 
100.0 26.8 43.6 21.2 6.4 2.1 - 

※ 設問 きょうだい人数＋1人をお子さんの数として集計を行い、きょうだい人数無回答・０人との回答は、

１人として集計。 

 

 子どもの数については、生活困難層と中間層の全体に占める割合が最も低いのは、１世帯あたりの子 

どもの数が２人の場合であり、以降子どもの数が増えるにつれて困難層、中間層に位置する世帯の割合 

も高くなっていく。(図表4-2) 

 

あなたの家庭の現在の暮らしの状況を総合的にみて、どう感じていますか 

（小学２年生 小学５年生 中学２年生 ０歳児保護者 ５歳児保護者 小学２年生保護者 小学５年生保護者 中学２年生保護者） 

図表４-３ 暮らしの状況 

単位 上段：世帯 

下段：％ 
調査数 大変苦しい やや苦しい 普通 

ややゆとり
がある 

十分ゆとり
がある 

無回答 

全 体 
24,271 2,285 6,831 11,685 2,159 772 539 
100.0 9.4 28.1 48.1 8.9 3.2 2.2 

子
ど
も
の
年
齢 

０歳児 
1,520 104 417 788 140 57 14 
100.0 6.8 27.4 51.8 9.2 3.8 0.9 

５歳児 
3,077 223 890 1,484 280 116 84 
100.0 7.2 28.9 48.2 9.1 3.8 2.7 

小学２年生 
4,806 366 1,269 2,380 518 169 104 
100.0 7.6 26.4 49.5 10.8 3.5 2.2 

小学５年生 
8,439 833 2,338 4,075 763 256 174 
100.0 9.9 27.7 48.3 9.0 3.0 2.1 

中学２年生 
6,429 759 1,917 2,958 458 174 163 
100.0 11.8 29.8 46.0 7.1 2.7 2.5 

生
活
困
難
層
別 

生活困難層 
2,255 782 898 505 35 16 19 
100.0 34.7 39.8 22.4 1.6 0.7 0.8 

中間層 
6,006 767 2,520 2,444 197 43 35 
100.0 12.8 42.0 40.7 3.3 0.7 0.6 

非該当層 
16,010 736 3,413 8,736 1,927 713 485 
100.0 4.6 21.3 54.6 12.0 4.5 3.0 

世
帯
累
計
別 

ひとり親(母親のみ) 
世帯の生活困難層 

846 297 353 171 15 3 7 
100.0 35.1 41.7 20.2 1.8 0.4 0.8 

ひとり親(母親のみ) 
世帯の非生活困難層 

1,325 161 442 567 86 38 31 
100.0 12.2 33.4 42.8 6.5 2.9 2.3 

その他の世帯 
22,100 1,827 6,036 10,947 2,058 731 501 
100.0 8.3 27.3 49.5 9.3 3.3 2.3 
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 現在の暮らしの状況について、「苦しい」（「大変苦しい」と「やや苦しい」の合計）と回答した割

合は、所得水準が低いほど高くなっており、非該当層では 25.9%であるのに対して、生活困難層では 74.5% 

となっている。世帯類型別にみると、「苦しい」と回答した割合は母子世帯の非該当層では 45.6%と非該 

当層全体と比べて約 20ポイント高くなっている。（図表 4-3）  

 現在の暮らしの状況と昨年１年間の家族の総手取り収入額との相関をみると、年収 400万円を超える

と「大変苦しい(8.9%)」「やや苦しい(34.9%)」の合計の割合が 50%以下に下がり、年収 600万円を超え

ると「普通(60.4%)」「ややゆとりがある(11.1%)」の合計が 70%を超え、その後は「ややゆとりがある」

の割合が増加していく。（下表参照） 

 

単位 上段：世帯 

  下段：％ 
 調査数 

暮らしの状況 

大変苦しい やや苦しい 普通 ややゆとり 十分ゆとり 無回答 

  全  体 
24,271 2,285 6,831 11,685 2,159 772 539 
100.0 9.4 28.1 48.1 8.9 3.2 2.2 

昨
年
１
年
間
の
家
族
の
総
手
取
り
収
入
額 

収入はない（０円） 
68 25 16 22 2 2 1 

100.0 36.8 23.5 32.4 2.9 2.9 1.5 

1～50万円未満 
137 37 46 47 4 1 2 

100.0 27.0 33.6 34.3 2.9 0.7 1.5 

50～100万円未満 
198 74 74 40 5 3 2 

100.0 37.4 37.4 20.2 2.5 1.5 1.0 

100～175万円未満 
495 156 198 130 7 - 4 

100.0 31.5 40.0 26.3 1.4 - 0.8 

175～210万円未満 
467 134 218 102 6 2 5 

100.0 28.7 46.7 21.8 1.3 0.4 1.1 

210～245万円未満 
443 105 221 109 4 3 1 

100.0 23.7 49.9 24.6 0.9 0.7 0.2 

245～275万円未満 
466 109 213 130 7 3 4 

100.0 23.4 45.7 27.9 1.5 0.6 0.9 

275～300万円未満 
730 161 315 232 15 2 5 

100.0 22.1 43.2 31.8 2.1 0.3 0.7 

300～350万円未満 
1,399 239 635 471 30 13 11 
100.0 17.1 45.4 33.7 2.1 0.9 0.8 

350～400万円未満 
2,120 307 872 842 72 18 9 
100.0 14.5 41.1 39.7 3.4 0.8 0.4 

400～500万円未満 
4,120 368 1,437 2,066 184 45 20 
100.0 8.9 34.9 50.1 4.5 1.1 0.5 

500～600万円未満 
3,862 231 998 2,250 291 61 31 
100.0 6.0 25.8 58.3 7.5 1.6 0.8 

600～700万円未満 
2,745 97 607 1,658 306 67 10 
100.0 3.5 22.1 60.4 11.1 2.4 0.4 

700～800万円未満 
2,175 58 346 1,292 371 98 10 
100.0 2.7 15.9 59.4 17.1 4.5 0.5 

800～900万円未満 
1,112 17 141 623 239 87 5 
100.0 1.5 12.7 56.0 21.5 7.8 0.4 

900～1,000万円未満 
755 18 66 390 202 75 4 

100.0 2.4 8.7 51.7 26.8 9.9 0.5 
1,000～1,500万円 

未満 

822 8 44 322 282 163 3 
100.0 1.0 5.4 39.2 34.3 19.8 0.4 

1,500万円以上 
178 2 4 44 33 93 2 

100.0 1.1 2.2 24.7 18.5 52.2 1.1 
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図表４-４ 昨年１年間の家族の総手取り収入額 

単位 上段：世帯 

下段：％ 
調査数 

収入が 
ない 

（０円） 

1～50 万円

未満 

50～100 万

円未満 

100～175

万円未満 

175～210

万円未満 

210～245

万円未満 

245～275

万円未満 

275～300

万円未満 

300～350 万

円未満 

全 体 
24,271 68 137 198 495 467 443 466 730 1,399 
100.0 0.3 0.6 0.8 2.0 1.9 1.8 1.9 3.0 5.8 

子
ど
も
の
年
齢 

０歳児 
1,520 6 9 6 14 32 34 49 51 131 
100.0 0.4 0.6 0.4 0.9 2.1 2.2 3.2 3.4 8.6 

５歳児 
3,077 5 19 25 53 53 56 64 95 205 
100.0 0.2 0.6 0.8 1.7 1.7 1.8 2.1 3.1 6.7 

小学２年生 
4,806 12 29 37 83 88 83 72 144 289 
100.0 0.2 0.6 0.8 1.7 1.8 1.7 1.5 3.0 6.0 

小学５年生 
8,439 25 41 83 173 164 155 152 235 447 
100.0 0.3 0.5 1.0 2.1 1.9 1.8 1.8 2.8 5.3 

中学２年生 
6,429 20 39 47 172 130 115 129 205 327 
100.0 0.3 0.6 0.7 2.7 2.0 1.8 2.0 3.2 5.1 

生
活
困
難
層
別 

生活困難層 
2,255 68 136 196 493 420 297 196 175 177 
100.0 3.0 6.0 8.7 21.9 18.6 13.2 8.7 7.8 7.8 

中間層 
6,006 - - - - 45 141 264 553 1,213 
100.0 - - - - 0.7 2.3 4.4 9.2 20.2 

非該当層 
16,010 - 1 2 2 2 5 6 2 9 
100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

世
帯
累
計
別 

ひとり親(母親のみ)
世帯の生活困難層 

846 27 52 106 314 179 89 39 26 11 
100.0 3.2 6.1 12.5 37.1 21.2 10.5 4.6 3.1 1.3 

ひとり親(母親のみ)
世帯の非生活困難層 

1,325 - - 1 1 45 94 95 131 175 
100.0 - - 0.1 0.1 3.4 7.1 7.2 9.9 13.2 

その他の世帯 
22,100 41 85 91 180 243 260 332 573 1,213 
100.0 0.2 0.4 0.4 0.8 1.1 1.2 1.5 2.6 5.5 

  
 
          

単位 上段：世帯 

下段：％ 

350～400

万円未満 

400～500

万円未満 

500～600

万円未満 

600～700

万円未満 

700～800

万円未満 

800～900

万円未満 

900～

1,000 万円

未満 

1,000～ 

1,500 万円

未満 

1,500 万円

以上 
無回答 

全 体 
2,120 4,120 3,862 2,745 2,175 1,112 755 822 178 1,979 
8.7 17.0 15.9 11.3 9.0 4.6 3.1 3.4 0.7 8.2 

子
ど
も
の
年
齢 

０歳児 
163 282 252 161 108 62 32 33 9 86 
10.7 18.6 16.6 10.6 7.1 4.1 2.1 2.2 0.6 5.7 

５歳児 
338 563 495 284 242 122 65 72 22 299 
11.0 18.3 16.1 9.2 7.9 4.0 2.1 2.3 0.7 9.7 

小学２年生 
425 902 781 547 438 178 132 159 39 368 
8.8 18.8 16.3 11.4 9.1 3.7 2.7 3.3 0.8 7.7 

小学５年生 
707 1,430 1,278 975 779 409 317 337 70 662 
8.4 16.9 15.1 11.6 9.2 4.8 3.8 4.0 0.8 7.8 

中学２年生 
487 943 1,056 778 608 341 209 221 38 564 
7.6 14.7 16.4 12.1 9.5 5.3 3.3 3.4 0.6 8.8 

生
活
困
難
層
別 

生活困難層 
93 4 - - - - - - - - 

4.1 0.2 - - - - - - - - 

中間層 
1,984 1,445 344 17 - - - - - - 
33.0 24.1 5.7 0.3 - - - - - - 

非該当層 
43 2,671 3,518 2,728 2,175 1,112 755 822 178 1,979 

0.3 16.7 22.0 17.0 13.6 6.9 4.7 5.1 1.1 12.4 

世
帯
累
計
別 

ひとり親(母親のみ)
世帯の生活困難層 

3 - - - - - - - - - 
0.4 - - - - - - - - - 

ひとり親(母親のみ)
世帯の非生活困難層 

125 142 121 78 68 33 28 28 9 151 
9.4 10.7 9.1 5.9 5.1 2.5 2.1 2.1 0.7 11.4 

その他の世帯 
1,992 3,978 3,741 2,667 2,107 1,079 727 794 169 1,828 
9.0 18.0 16.9 12.1 9.5 4.9 3.3 3.6 0.8 8.3 

  

昨年１年間（2017年 1月～2017年 12月）のご家族の手取り収入（税金や保険料を引いた、実際に手
元に入ってくるお金）の額を教えてください。（就労で得た収入のほか、公的な手当や援助による収
入なども含めた１年間の手取り収入になります。） 

（小学２年生 小学５年生 中学２年生 ０歳児保護者 ５歳児保護者 小学２年生保護者 小学５年生保護者 中学２年生保護者） 
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あなたの家庭で受けている公的年金、社会手当などの社会保障給付金があれば、すべてに○をつけて
ください。（複数回答） 

（小学２年生 小学５年生 中学２年生 ０歳児保護者 ５歳児保護者 小学２年生保護者 小学５年生保護者 中学２年生保護者） 

図表４-５ 現在受けている公的年金、社会手当などの社会保障給付金 

単位 上段：世帯 

下段：％ 
調査数 児童手当 

児童扶養 

手当 

特別児童 

扶養手当 

特別障害者

手当 

育児休業 

給付 

失業給付 

(雇用保険) 

傷病 

手当金 

全 体 
24,271 22,280 2,862 330 125 636 160 68 
100.0 91.8 11.8 1.4 0.5 2.6 0.7 0.3 

子
ど
も
の
年
齢 

０歳児 
1,520 1,435 199 9 2 485 23 7 
100.0 94.4 13.1 0.6 0.1 31.9 1.5 0.5 

５歳児 
3,077 2,859 402 51 14 64 15 8 
100.0 92.9 13.1 1.7 0.5 2.1 0.5 0.3 

小学２年生 
4,806 4,436 591 68 23 53 32 17 
100.0 92.3 12.3 1.4 0.5 1.1 0.7 0.4 

小学５年生 
8,439 7,765 893 99 46 19 44 27 
100.0 92.0 10.6 1.2 0.5 0.2 0.5 0.3 

中学２年生 
6,429 5,785 777 103 40 15 46 9 
100.0 90.0 12.1 1.6 0.6 0.2 0.7 0.1 

生
活
困
難
層
別 

生活困難層 
2,255 2,105 704 67 18 28 17 7 
100.0 93.3 31.2 3.0 0.8 1.2 0.8 0.3 

中間層 
6,006 5,771 785 79 41 141 56 30 
100.0 96.1 13.1 1.3 0.7 2.3 0.9 0.5 

非該当層 
16,010 14,404 1,373 184 66 467 87 31 
100.0 90.0 8.6 1.1 0.4 2.9 0.5 0.2 

世
帯
累
計
別 

ひとり親(母親のみ)
世帯の生活困難層 

846 800 559 43 3 4 4 2 
100.0 94.6 66.1 5.1 0.4 0.5 0.5 0.2 

ひとり親(母親のみ)
世帯の非生活困難層 

1,325 1,211 509 24 2 13 13 4 
100.0 91.4 38.4 1.8 0.2 1.0 1.0 0.3 

その他の世帯 
22,100 20,269 1,794 263 120 619 143 62 
100.0 91.7 8.1 1.2 0.5 2.8 0.6 0.3 

  
 

        

単位 上段：世帯 

下段：％ 
生活保護 

公的年金 

(老齢年金) 

公的年金 

(遺族年金) 

公的年金 

(障害年金) 
就学援助 その他 無回答  

全 体 
91 405 203 98 1,503 167 1,495  

0.4 1.7 0.8 0.4 6.2 0.7 6.2  

子
ど
も
の
年
齢 

０歳児 
- 14 2 2 12 6 60  
- 0.9 0.1 0.1 0.8 0.4 3.9  

５歳児 
9 39 14 20 105 16 183  

0.3 1.3 0.5 0.6 3.4 0.5 5.9  

小学２年生 
12 86 49 19 304 33 291  

0.2 1.8 1.0 0.4 6.3 0.7 6.1  

小学５年生 
36 128 65 28 520 59 497  

0.4 1.5 0.8 0.3 6.2 0.7 5.9  

中学２年生 
34 138 73 29 562 53 464  

0.5 2.1 1.1 0.5 8.7 0.8 7.2  

生
活
困
難
層
別 

生活困難層 
58 49 37 20 596 37 61  

2.6 2.2 1.6 0.9 26.4 1.6 2.7  

中間層 
25 128 71 30 614 43 132  

0.4 2.1 1.2 0.5 10.2 0.7 2.2  

非該当層 
8 228 95 48 293 87 1,302  

0.0 1.4 0.6 0.3 1.8 0.5 8.1  

世
帯
累
計
別 

ひとり親(母親のみ)
世帯の生活困難層 

38 14 25 6 331 12 11  
4.5 1.7 3.0 0.7 39.1 1.4 1.3  

ひとり親(母親のみ)
世帯の非生活困難層 

19 43 54 3 306 20 72  
1.4 3.2 4.1 0.2 23.1 1.5 5.4  

その他の世帯 
34 348 124 89 866 135 1,412  

0.2 1.6 0.6 0.4 3.9 0.6 6.4  

 

 手当等の受給状況について、生活困難層では「就学援助制度」の割合が26.4%、「児童扶養手当の割合

が31.2%、「生活保護」の割合が2.6%となっている。 

 世帯類型別にみると、母子世帯の生活困難層では「就学援助制度」の割合が39.1%、「児童扶養手当」

の割合が66.1%、「生活保護」の割合が4.5%と高い受給率となっている。（図表4-5） 
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現在の貯金額はどのくらいですか。ご家族の貯金すべての合計金額でお答えください。 

（小学２年生 小学５年生 中学２年生 ０歳児保護者 ５歳児保護者 小学２年生保護者 小学５年生保護者 中学２年生保護者） 

図表４-６ 現在の貯金額 

（単位 上段：世帯 

 下段：％） 
調査数 

貯金は 

ない 

10 万円 

未満 

10～50 万

円未満 

50～100

万円未満 

100～300

万円未満 

300～500

万円未満 

500～

1,000 万

円未満 

1,000 万

円以上 

わから 

ない 
無回答 

全 体 
24,271 2,612 766 1,629 1,935 4,308 2,729 2,759 2,427 3,284 1,822 
100.0 10.8 3.2 6.7 8.0 17.7 11.2 11.4 10.0 13.5 7.5 

子
ど
も
の
年
齢 

０歳児 
1,520 103 45 107 134 325 209 213 167 152 65 
100.0 6.8 3.0 7.0 8.8 21.4 13.8 14.0 11.0 10.0 4.3 

５歳児 
3,077 290 118 232 228 615 345 351 293 359 246 
100.0 9.4 3.8 7.5 7.4 20.0 11.2 11.4 9.5 11.7 8.0 

小学２年生 
4,806 443 143 357 398 889 563 561 492 632 328 
100.0 9.2 3.0 7.4 8.3 18.5 11.7 11.7 10.2 13.2 6.8 

小学５年生 
8,439 986 280 546 680 1,396 922 976 871 1,155 627 
100.0 11.7 3.3 6.5 8.1 16.5 10.9 11.6 10.3 13.7 7.4 

中学２年生 
6,429 790 180 387 495 1,083 690 658 604 986 556 
100.0 12.3 2.8 6.0 7.7 16.8 10.7 10.2 9.4 15.3 8.6 

生
活
困
難
層
別 

生活困難層 
2,255 891 195 261 198 255 90 77 35 212 41 
100.0 39.5 8.6 11.6 8.8 11.3 4.0 3.4 1.6 9.4 1.8 

中間層 
6,006 885 309 653 724 1,278 604 445 262 700 146 
100.0 14.7 5.1 10.9 12.1 21.3 10.1 7.4 4.4 11.7 2.4 

非該当層 
16,010 836 262 715 1,013 2,775 2,035 2,237 2,130 2,372 1,635 
100.0 5.2 1.6 4.5 6.3 17.3 12.7 14.0 13.3 14.8 10.2 

世
帯
累
計
別 

ひとり親(母親のみ)
世帯の生活困難層 

846 333 69 116 76 87 32 23 13 84 13 
100.0 39.4 8.2 13.7 9.0 10.3 3.8 2.7 1.5 9.9 1.5 

ひとり親(母親のみ)
世帯の非生活困難層 

1,325 172 52 116 120 234 104 121 132 160 114 
100.0 13.0 3.9 8.8 9.1 17.7 7.8 9.1 10.0 12.1 8.6 

その他の世帯 
22,100 2,107 645 1,397 1,739 3,987 2,593 2,615 2,282 3,040 1,695 
100.0 9.5 2.9 6.3 7.9 18.0 11.7 11.8 10.3 13.8 7.7 

 

  現在、貯金が「ない」と回答したのは、０歳児では 6.8%、５歳児では 9.4%、小２では 9.2%、小５で

は 11.7%、中２では 12.3%となっている。また、生活困難層のうち約４割は「貯金がない」と答えてお

り、中間層でも 14.7%がないと回答している。（図表 4-6） 

  なお、現在の暮らしの状況について「大変苦しい」と回答した世帯で、現在貯金が「ない」と回答

する割合は 46.8%、一方「ややゆとりがある」「ゆとりがある」と回答した世帯では、貯金が「ない」

と回答したのは 1%程度である。このことから、貯金額の有無は「生活が苦しい」とする意識に何らか

の影響を与えていることが推察される。（下表参照） 

 

単位 上段：世帯 

  下段：％ 
調査数 

家族の総貯金額 

ない 
10万円
未満 

10～ 
50万円 

未満 

50～
100万

円未満 

100～
300万

円未満 

300～
500万

円未満 

500～
1,000 

万円未満  

1,000 
万円以上  

わから
ない 

無回答 

  全  体 
24,271 2,612 766 1,629 1,935 4,308 2,729 2,759 2,427 3,284 1,822 
100.0 10.8 3.2 6.7 8.0 17.7 11.2 11.4 10.0 13.5 7.5 

 

暮
ら
し
の
状
況 

大変 

苦しい 

2,285 1,070 178 214 186 247 77 39 11 189 74 
100.0 46.8 7.8 9.4 8.1 10.8 3.4 1.7 0.5 8.3 3.2 

やや 

苦しい 

6,831 1,099 399 810 861 1,424 593 419 154 736 336 
100.0 16.1 5.8 11.9 12.6 20.8 8.7 6.1 2.3 10.8 4.9 

普通 
11,685 400 174 563 804 2,309 1,704 1,696 1,239 1,949 847 
100.0 3.4 1.5 4.8 6.9 19.8 14.6 14.5 10.6 16.7 7.2 

ややゆと

りがある 

2,159 16 11 34 61 263 290 477 649 277 81 
100.0 0.7 0.5 1.6 2.8 12.2 13.4 22.1 30.1 12.8 3.8 

十分ゆと

りがある 

772 8 2 5 14 59 56 121 368 112 27 
100.0 1.0 0.3 0.6 1.8 7.6 7.3 15.7 47.7 14.5 3.5 

無回答 
539 19 2 3 9 6 9 7 6 21 457 

100.0 3.5 0.4 0.6 1.7 1.1 1.7 1.3 1.1 3.9 84.7 
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あなたの家庭では、過去１年間の間に、お金が足りなくて、家族が必要とする食料または衣類が買え
ないことがありましたか。 

（小学２年生 小学５年生 中学２年生 ０歳児保護者 ５歳児保護者 小学２年生保護者 小学５年生保護者 中学２年生保護者） 

図表４-７ お金が足りなくて、家族が必要とする食料または衣類が買えなかった経験 

単位 上段：世帯 

下段：％ 
調査数 

よく 
あった 

ときどき
あった 

なかった 無回答 

全 体 
24,271 619 2,619 20,500 533 
100.0 2.6 10.8 84.5 2.2 

子
ど
も
の
年
齢 

０歳児 
1,520 33 134 1,335 18 
100.0 2.2 8.8 87.8 1.2 

５歳児 
3,077 67 299 2,630 81 
100.0 2.2 9.7 85.5 2.6 

小学２年生 
4,806 95 432 4,172 107 
100.0 2.0 9.0 86.8 2.2 

小学５年生 
8,439 221 971 7,089 158 
100.0 2.6 11.5 84.0 1.9 

中学２年生 
6,429 203 783 5,274 169 
100.0 3.2 12.2 82.0 2.6 

生
活
困
難
層
別 

生活困難層 
2,255 365 707 1,160 23 
100.0 16.2 31.4 51.4 1.0 

中間層 
6,006 92 986 4,873 55 
100.0 1.5 16.4 81.1 0.9 

非該当層 
16,010 162 926 14,467 455 
100.0 1.0 5.8 90.4 2.8 

世
帯
累
計
別 

ひとり親(母親のみ)
世帯の生活困難層 

846 115 267 459 5 
100.0 13.6 31.6 54.3 0.6 

ひとり親(母親のみ)
世帯の非生活困難層 

1,325 25 182 1,086 32 
100.0 1.9 13.7 82.0 2.4 

その他の世帯 
22,100 479 2,170 18,955 496 
100.0 2.2 9.8 85.8 2.2 

 

 

 

あなたの家庭では、過去 1年間に、経済的な理由のために以下のＡ～Ｈの費用を支払えないことがあ
りましたか。 

（小学２年生 小学５年生 中学２年生 ０歳児保護者 ５歳児保護者 小学２年生保護者 小学５年生保護者 中学２年生保護者） 

図表４-８-１ Ａ 電話料金 

単位 上段：世帯 

下段：％ 
調査数 あった なかった 

払う必要がない 

(該当しない) 
無回答 

全 体 
24,271 709 22,539 361 662 
100.0 2.9 92.9 1.5 2.7 

子
ど
も
の
年
齢 

０歳児 
1,520 41 1,424 32 23 
100.0 2.7 93.7 2.1 1.5 

５歳児 
3,077 77 2,860 70 70 
100.0 2.5 92.9 2.3 2.3 

小学２年生 
4,806 117 4,497 80 112 
100.0 2.4 93.6 1.7 2.3 

小学５年生 
8,439 268 7,850 94 227 
100.0 3.2 93.0 1.1 2.7 

中学２年生 
6,429 206 5,908 85 230 
100.0 3.2 91.9 1.3 3.6 

生
活
困
難
層
別 

生活困難層 
2,255 432 1,689 66 68 
100.0 19.2 74.9 2.9 3.0 

中間層 
6,006 100 5,684 113 109 
100.0 1.7 94.6 1.9 1.8 

非該当層 
16,010 177 15,166 182 485 
100.0 1.1 94.7 1.1 3.0 

世
帯
累
計
別 

ひとり親(母親のみ)
世帯の生活困難層 

846 150 642 27 27 
100.0 17.7 75.9 3.2 3.2 

ひとり親(母親のみ)
世帯の非生活困難層 

1,325 31 1,229 25 40 
100.0 2.3 92.8 1.9 3.0 

その他の世帯 
22,100 528 20,668 309 595 
100.0 2.4 93.5 1.4 2.7 
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図表４-８-２ Ｂ 電気料金 

単位 上段：世帯 

下段：％ 
調査数 あった なかった 

払う必要がない 

(該当しない) 
無回答 

全 体 
24,271 693 22,594 322 662 
100.0 2.9 93.1 1.3 2.7 

子
ど
も
の
年
齢 

０歳児 
1,520 40 1,439 16 25 
100.0 2.6 94.7 1.1 1.6 

５歳児 
3,077 76 2,874 56 71 
100.0 2.5 93.4 1.8 2.3 

小学２年生 
4,806 108 4,514 70 114 
100.0 2.2 93.9 1.5 2.4 

小学５年生 
8,439 267 7,847 98 227 
100.0 3.2 93.0 1.2 2.7 

中学２年生 
6,429 202 5,920 82 225 
100.0 3.1 92.1 1.3 3.5 

生
活
困
難
層
別 

生活困難層 
2,255 426 1,673 87 69 
100.0 18.9 74.2 3.9 3.1 

中間層 
6,006 98 5,707 91 110 
100.0 1.6 95.0 1.5 1.8 

非該当層 
16,010 169 15,214 144 483 
100.0 1.1 95.0 0.9 3.0 

世
帯
累
計
別 

ひとり親(母親のみ)
世帯の生活困難層 

846 153 631 40 22 
100.0 18.1 74.6 4.7 2.6 

ひとり親(母親のみ)
世帯の非生活困難層 

1,325 26 1,230 29 40 
100.0 2.0 92.8 2.2 3.0 

その他の世帯 
22,100 514 20,733 253 600 
100.0 2.3 93.8 1.1 2.7 

 
 
 図表４-８-３ Ｃ ガス料金 

単位 上段：世帯 

下段：％ 
調査数 あった なかった 

払う必要がない 
(該当しない) 

無回答 

全 体 
24,271 654 20,260 2,676 681 
100.0 2.7 83.5 11.0 2.8 

子
ど
も
の
年
齢 

０歳児 
1,520 34 1,354 106 26 
100.0 2.2 89.1 7.0 1.7 

５歳児 
3,077 62 2,406 536 73 
100.0 2.0 78.2 17.4 2.4 

小学２年生 
4,806 110 3,931 651 114 
100.0 2.3 81.8 13.5 2.4 

小学５年生 
8,439 249 7,160 793 237 
100.0 3.0 84.8 9.4 2.8 

中学２年生 
6,429 199 5,409 590 231 
100.0 3.1 84.1 9.2 3.6 

生
活
困
難
層
別 

生活困難層 
2,255 415 1,581 187 72 
100.0 18.4 70.1 8.3 3.2 

中間層 
6,006 92 5,138 664 112 
100.0 1.5 85.5 11.1 1.9 

非該当層 
16,010 147 13,541 1,825 497 
100.0 0.9 84.6 11.4 3.1 

世
帯
累
計
別 

ひとり親(母親のみ)
世帯の生活困難層 

846 153 606 66 21 
100.0 18.1 71.6 7.8 2.5 

ひとり親(母親のみ)
世帯の非生活困難層 

1,325 32 1,155 98 40 
100.0 2.4 87.2 7.4 3.0 

その他の世帯 
22,100 469 18,499 2,512 620 
100.0 2.1 83.7 11.4 2.8 
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